
 

一

 
 

 

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
第
十
二
条
―
第
二
十
七
条
」
を
「
第
十
三
条
―
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第

二
十
八
条
―
第
三
十
五
条
」
を
「
第
二
十
九
条
―
第
三
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
七
条
―
第

四
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
と
は
」
の
下
に
「
、
第
十
条
を
除
き
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
」

を
「
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
と
は
」
の
下
に
「
、
第
十
条
を
除
き
」
を
加
え
、
「
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
十

三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
八
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
九

条
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
」
を
「
第

十
八
条
及
び
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



 

二

 
第
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条

第
九
項
中
「
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二

十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
三
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
で
あ
っ
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
又
は
国
際
的
な
経
済
活

動
の
拠
点
の
形
成
に
資
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
」
を
「
に
つ
い
て
は
、
特
定
事
業
と
相
ま
っ
て
よ
り
効
果
を
上
げ
る
よ
う
」
に

改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係

る
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
第
一
項
に
規
定
す
る
援
助
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の

意
見
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
が
述
べ
た
意
見
を
尊
重
す

る
も
の
と
す
る
。 



 

三

 
第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
五
章
中
第
三
十
五
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第

三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
、
「
前
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
五
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十

八
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
利
子
補
給
金
（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
第
五
項
」
を
加
え
、
第
四
章
中
同
条

を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 

第
二
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
都
市
計
画
法
の
特
例
）
」

を
付
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
五
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出



 

四

し
と
し
て
「
（
農
地
法
等
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
四
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第

十
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
建
築
基
準
法
の
特
例
）
」

を
付
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
三
章
中

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
二
条
及
び
第
十
七
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十

三
条
及
び
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
） 

第
十
条 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
又
は
国
際
的
な
経
済
活

動
の
拠
点
の
形
成
を
図
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
域
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

五

 
一 

国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
内
容
、
実
施
主
体
及
び
開
始
の
日
に
関
す
る
事
項 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
ご
と
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容 

 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
区
域
（
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
事

業
実
施
区
域
」
と
い
う
。
）
の
範
囲 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
九
項
中
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
）
及

び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該

特
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
事
業
等
」
と
、
「
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
か

ら
第
二
十
五
条
ま
で
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
」
と
、
「
で
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
で
、
構
造
改
革
特
別
区
域
基

本
方
針
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
を
い
う
。
）
に
即
し
て
構
造

改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主
務
省
令
で
、
」
と
、
「
条
例
で
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
で

又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
政
令
若
し
く
は
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
条
例
で
」
と
す
る
。 



 

六

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
で
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
た
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
七
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
、
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
区
域
計
画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
同
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変

更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
特
定
事
業
実
施
区
域
を
構
造
改
革
特

別
区
域
と
、
第
二
条
第
一
項
の
政
令
の
改
廃
に
よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域
で
な
く
な
っ
た
場
合
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
八
条
第
七
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
と

み
な
し
て
、
同
法
第
四
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
章
（
第
十
二
条
第
一
項
を
除
く
。
）
中
「
地
方

公
共
団
体
が
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
そ
の
」
と
、
同
法
第
十
二
条
（
同
条
第
五
項
及
び
第

十
一
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
項
を
除
く
。
）

及
び
第
十
三
条
（
同
条
第
四
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
項
を
除
く
。
）
中
「
受
け
た
地
方



 

七

公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
）
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
法
第
十
二
条
第

五
項
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
受
け
た
地
方

公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
項 

 

地
方
公
共
団
体
が 

 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が 

 
 

第
十
二
条
第
十
一
項 

地
方
公
共
団
体
の
長 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十 

 
 

の
表
地
方
教
育
行
政 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略 

 
 

の
組
織
及
び
運
営
に 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係 

 
 

関
す
る
法
律
（
昭
和 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長 

 
 

三
十
一
年
法
律
第
百 

地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 



 

八

 
 

六
十
二
号
）
の
項 

 

員
会 

 
 
 
 

 
 

 
 

員
会 

 
 

第
十
三
条
第
四
項
の 

地
方
公
共
団
体
の
長 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十 

 
 

表
地
方
教
育
行
政
の 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略 

 
 

組
織
及
び
運
営
に
関 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係 

 
 

す
る
法
律
の
項 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員
会 

 
 
 
 

 
 

 
 

員
会 

 
 

第
十
五
条
第
一
項 

 

都
道
府
県
が
、
都
道
府
県 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知
事 

 
 
 
 

 
 

 
 

係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
の
知
事 

 
 

第
十
五
条
第
二
項 

 

前
項 

 
 
 
 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
前
項 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
各 

市
町
村
の
教
育
委
員
会 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市 

 
 

号
列
記
以
外
の
部
分 

が
、 

 
 
 
 

 
 

 
 

町
村
の
教
育
委
員
会
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
該
市
町
村 

 
 
 

 
 

当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議 



 

九

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
項
各
号 

 
 
 

 
 
 

五
年
法
律
第 
 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
第
五
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
同
項

各
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市
町
村
の
教
育
委
員
会
。 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市

町
村
の
教
育
委
員
会
。 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
第 

市
町
村 

 
 
 

 
 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市 

 
 

一
号
及
び
第
二
号 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

町
村 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
第 

そ
の
設
定 

 
 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
設
定 

 
 

三
号 
 
 
 
 
 
 

市
町
村
が 

 
 

 
 

 
 

当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ

る
市
町
村
が 

 
 

第
二
十
条
第
一
項 

 

地
方
公
共
団
体
の 

 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の 



 

一
〇

 
 

第
二
十
三
条
第
一
項 

市
町
村
（
地
域
保
健
法 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
一
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で

定
め
る
市
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
及
び
別
表
第
十
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
町
村
の
区
域 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市

町
村
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
及
び
別
表
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域 

 
 

第
二
十
三
条
第
二
項 

市
町
村
（ 

 
 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略



 

一
一

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
）
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

市
町
村
（ 

 
 

第
二
十
四
条
第
一
項 

地
方
公
共
団
体 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体 

 
 

第
一
号
か
ら
第
三
号 

 
 

ま
で
及
び
第
六
項 

 
 

第
二
十
八
条
第
四
項 

場
合
、
同
項 

 
 

 
 
 

場
合
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
の
改
正
に

よ
り
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造

免
許
を
受
け
た
者
の
当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特

定
事
業
実
施
区
域
（
同
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特

定
事
業
実
施
区
域
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内

に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
場
合
、

同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
区
域
計
画
の
変
更
（
特



 

一
二

定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
八
号
に
掲
げ
る
特
定
農
業
者
に
よ
る
特

定
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
、
第
一
項 

 
 

第
二
十
八
条
の
二
第 

地
方
公
共
団
体 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体 

 
 

一
項
第
一
号
及
び
第 

 
 

二
号 

 
 

第
二
十
八
条
の
二
第 

又
は
同
項 
 
 

 
 

 
 

、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
の
改
正
に
よ
り 

 
 

三
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許

を
受
け
た
者
の
当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特
定
事

業
実
施
区
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
が

さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
区
域
計

画
の
変
更
（
特
定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
八
号
の
二
に
掲
げ
る
特



 

一
三

産
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
又
は
第
一
項 

 
 

第
二
十
九
条
第
一
項 

地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員
会 

 
 
 
 

 
 

 
 

員
会 

 
 

第
二
十
九
条
第
四
項 
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
施
設
を
管
理
す
る
高
等 

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専
門
学
校 
 
 

 
 

 
 

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ
の
施
設
を
管
理
す
る
高
等
専
門

学
校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ 
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
施
設
を
管
理
す
る
学
校 

の
施
設
を
管
理
す
る
学
校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
施
設
を
管
理
す
る
公
立 

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略 



 

一
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校 

 
 
 
 

 
 

 
 

特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
）
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
が

そ
の
施
設
を
管
理
す
る
公
立
学
校 

 
 

第
三
十
二
条
第
一
項 

地
方
公
共
団
体
を 

 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
を 

 
 

第
三
十
三
条 

 
 
 

地
方
公
共
団
体
が 

 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
公
共
団
体
の 

 
 
 

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
の 

４ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
で
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
認

定
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
と
、
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
区
域
計
画
を
同
法
第
四
条
第
九

項
の
認
定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
と
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
（
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
同
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
（
同
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
み
な

し
て
、
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
（
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

 
 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
を
い
う
。
）
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
法

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
法
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）



 

一
五

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
八
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

５ 
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
で
第
八
条
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第

二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
十
七
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

６ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
の
こ
の

法
律
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

政
府
は
、
毎
年
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
の
活
用
及
び
認
定
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
第
二
条
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内

に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
七
条
の
う
ち
農
業
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
四
条
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 



 

一
六

 
附
則
第
八
条
の
う
ち
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
六
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
号
の
七
中

「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
条
の
う
ち
復
興
庁
設
置
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第

三
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
の
一
の
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、

同
表
の
三
の
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、

同
表
の
五
の
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、

同
表
の
七
の
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
項
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
、

同
表
の
九
の
項
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に

改
め
、
同
表
の
十
一
の
項
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
表
の
十
二
の
項
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第

二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
の
十
三
の
項
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
表
の
十
四
の
項
中
「
第
二
十

五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
表
の
十
五
の
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。 


